
ロゴフォームに寄せられたご質問への回答 Ｒ6.7.9～Ｒ6.8.19 

質問（市民） 回答（市） 

Ｑ1． 

こども家庭センターが併設されるとのことだ

が、菟田野にある子育て支援センターのよう

な施設になるのか？ 

Ａ1.  

 子育て中の親子の交流促進や育児相談等、地域の子育て力の育成、子育て支援に

つながる活動の後押し等、すべての市民が安心して出産・子育てできる「地域づく

り」を行うために、平成２３年４月より開始している菟田野の『子育て支援センタ

ー すくすく』 が、こども家庭センターへ移設されます。 

 また、妊産婦の健康支援、乳幼児の健康診査といった母子保健事業にあわせて、

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行います。中央保健センター（室

生福祉保健交流センター「ぬくもりの郷」内）で実施している母子保健事業がこど

も家庭センターへ移行されます。 

Ｑ2． 

雨が降った場合の駐車場から園内までの動線

はどうなるのか。廊下は雨に濡れるのか？ 

感染対策や、トイレの照明はどうなります

か。 

Ａ2．  

 建物前面にバルコニーが設置され、庇（ひさし）の役割となるため、送迎は建物

へ近づいて庇の下を歩いていただく動線になります。また、玄関から保育室までは

内廊下を歩いていただきます。廊下とデッキテラスとの境には、掃き出し窓が設置

されますので、廊下は濡れません。 

 多数の者が使用、利用する建築物については、建築物環境衛生管理基準（建築物

衛生法に規定）に従って維持管理をするように努めなければならないこととされて

おり、宇陀市の園においては毎年定期検査・点検を受け、基準を満たしております

（給排水設備・換気設備・排煙設備など）。新しい園においても同基準に従い、衛

生環境の整備につとめ、「換気」「手洗い・手指消毒」などの基本的な感染対策も



継続して講じます。トイレ照明はＬＤＥライトを設置しますので明るく点灯しま

す。 

Ｑ3. 

行事の際の駐車場はどうなるのか。 

Ａ3. 

平日開催の参観日については、申し訳ありませんが先ずは民間駐車場の利用をお願い

いたしますが、クラスごとの開催や時間帯の調整を行うなどの工夫も併せて行ってい

きます。 

運動会は、土曜日開催であるため、職員駐車場で１００台ほど確保できると考えてい

ます。 

 

Ｑ4． 

川沿いという立地であるが、安全対策は？ 

Ａ4. 

ハザードマップ（※１）では、「“１０００年に１度”」発生する想定最大規模降

雨という最悪の事態を想定しています。（９時間降雨量３８０ｍｍ）現在は気象予

測技術の発達により、あらかじめ降雨量などの予測が可能であり、また特別警報の

発出は、前日に知ることができるため、休園等適確な対応をとります。 

参考にご提示しますが、昭和３４年の伊勢湾台風では、２４時間で最大降水量１５

１ｍｍでした。（※２） 

開園中においては、災害対策本部が設置される市役所に面するメリットがあり、す

みやかに市役所へ避難誘導するなど、園児の安全確保に万全を期すことができま

す。 

大雨警報の場合は、これまでと同様、通常どおり開園します。 

 

（※１）ハザードマップとは 

自然災害による被害を軽減したり、防災対策に使用する目的で、被災想定区域や避



難場所・避難経路などの防災関係施設の位置などを表示した地図です。 

（※２）伊勢湾台風 大宇陀 総降雨量（２日間）  ２０３ｍｍ 

２４時間最大降水量  １５１ｍｍ 

参考資料：『歴史から学ぶ 奈良の災害史』 

（奈良県 総務部知事公室 防災統括室発行） 

Ｑ5． 

他に適した土地はなかったのか？ 

Ａ5.  

人口減少社会に対応して、持続可能なまちづくりを目的として、令和元年度に「宇

陀市 立地適正化計画」を策定しています。この計画では、都市のサービス施設であ

る市役所や福祉、防災、商業施設を榛原駅前周辺へ集めて設置し、郊外には住宅地な

どをおく、コンパクトシティを実現することをまちづくりの理念としています。 

この計画において、子育てに関しては、「子育て世帯の定住促進」を目標にして、

榛原駅前周辺地区でこども園、子育て支援センターといった必要な施設を立地させる

計画が定められています。 

既存の幼稚園、保育園も含めて、市有地を活用すべく様々な候補地を検討しました

が、敷地面積が小さい、崖地が横にある、県の開発基準（※１）により、こども園の

進入路（幅９ｍ）を確保するために沿道の家屋を撤去しなければならない、あるいは

造成に多額の費用と時間がかかる、地籍が混乱しているなど、様々な課題がありまし

た。 

そうした中で、当該地は、県有地の旧東部農林振興事務所跡地を活用することで、

「県市連携まちづくり」として県の支援があり、立地適正化計画に位置付けられてい

ることから国の支援もある、道路も整備されており、造成に費用・時間がかからない

など、条件が揃っているため、選定しました。 



水害対策について、当該地は宇陀市ハザードマップにおいて浸水想定区域とされて

いますが、これは“１０００年に１度”発生する想定最大規模降雨という最悪の事態

を想定しており、（前出の回答Ａ4.のとおり）児童の安全について、万全の対応がで

きる体制を確保しています。 

 

（※１） 開発許可制度等に関する審査基準 

・都市計画法施行規則 

（道路の幅員） 

第二十条 令第二十五条第二号の国土交通省令で定める道路の幅員は、住宅の敷地又は住

宅以外の建築物（※寮、下宿屋など）若しくは第一種特定工作物（※危険物貯蔵処理施設

等）の敷地でその規模が一千平方メートル未満のものにあっては六メートル（多雪地域

で、積雪時における交通の確保のため必要があると認められる場合については、八メート

ル）、その他のものにあっては九メートルとする。 

 


